
 

経済産業省関係産業競争力強化法施行規則（平成２６年経済産業省令第１号） 

第７条第１項の規定による証明に関する申請書 

 

平成○○年○○月○○日 

国富町長 中 別 府 尚 文 殿 

住   所 国富町大字本庄○○○○番地○○ 

電 話 番 号 ０９８５－○○－○○○○ 

申請者氏名 国富 太郎    印 

                         (※法人の場合は代表者名) 

 

産業競争力強化法第１１４条第２項に規定する認定創業支援事業計画に記載された同法第２条第２５

項に規定する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けたいので、下記のとおり申請しま

す。 

 

                    記 

 

１．支援を受けた認定特定創業支援事業の内容、期間 

    名称：国富町商工会「個別創業塾」 

    期間：平成２８年１月～平成２８年２月 

    受講日：第１回１月２９日、第２回２月４日、第３回２月１０日、第４回２月１９日 

 

２．設立しようとする会社の商号（屋号）・本店所在地 

 

（１）商号（屋号） 株式会社○○○○ 

 

（２）本店所在地  国富町大字本庄○○○○番地○○ 

 

３．設立しようとする会社の資本額（株式会社の場合） 

          １００ 万円 

 

４．新たに開始しようとする事業の業種、内容 

    業種：飲食業 

    内容：洋菓子の製造、販売 

 

５．設立しようとする会社（事業）の設立の予定年月日  

平成○○年○○月○○日 

 

※２～５は、認定特定創業支援を受けて設立しようとする会社、新たに開始しようとする事業の予定に

ついて記載してください。既に事業を開始している場合は、その内容について記載ください。 

 

 

 

 

国富町収国企第   号  

証明日 平成  年  月  日 

                    国富町長 中別府 尚文  印 

 

申請者が上記の認定特定創業支援事業による支援を受けたことを証明する。 

 

提出日を記入してください。 記入例 

押印してください。 

支援を受けた事業名、期間、受講日（相談日）

を記入してください。記入内容が不明な場合

は、創業支援事業者にご確認ください。 

この欄は、町で使用しますので、

記入しないでください。 



 

特定創業支援事業により支援を受けたことの証明に関する注意事項 

 

 

 特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、支援制度を活用される場合の注意事項につ

いて、次のとおりご案内します。 

 

１．株式会社設立時の登録免許税の減免について 

（１）創業前の者が株式会社を設立する場合には、登録免許税の減免※を受けることが可能です。登録免

許税の減免を受けるためには、設立登記を行う際に、証明書の原本を法務局に提出する必要があり

ます。 

※ 資本金の 0.7％の登録免許税が 0.35％に減免（最低税額 15 万円の場合は 7.5 万円の減免）とな

ります。 

 

（２）特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、創業前の者であることが支援対象の要件となり

ますので、以下の①又は②に該当する者は登録免許税の減免を受けることができません。 

① 創業を行った個人（創業後５年未満の者であっても対象となりません。） 

 ※ 法人の経営者を含む。 

② 個人事業主の法人成り（証明書の交付時点では創業前の者であって株式会社設立までに事業を

開始した者を含む。） 

 

（３）本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合には、登録免許税の減免を受ける

ことができません。 

 

２．創業関連保証の特例について 

（１）無担保、第三者保証人なしの創業関連保証の枠が 1,000万円から 1,500万円に拡充し、事業開始

の６か月前から支援※を受けることが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信

用保証協会又は金融機関に証明書（写し可）を提出し、別途、審査を受ける必要があります。 

※ 信用保証の特例は創業者単位での保証枠になりますので、既に信用保証を受けている場合は、保

証枠が新規に設定されるものではありません。 

 

（２）特定創業支援事業により支援を受けた者のうち、事業開始６か月前から創業後５年未満の者が支

援対象の要件となります。 

 

（３）本町が交付する証明書をもって、他の市区町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例

を活用することができます。 


